
中能登町賃借料情報

中能登町農業委員会

1 田（水稲）の部 （金額単位：円）

平 均 額 最 高 額 最 低 額 データ数 備 考

大型田（30a以上） 7,900 15,000 200 55

中型田（10ａ以上30a未満） 7,000 12,500 5,000 63

小型田（10a未満） 5,200 9,500 3,000 519

参考

賃借料情報とは

　平成２１年１２月に農地法が改正施行され、従来の標準小作料制度が改正になりました。

　今後は改正農地法第５２条に基づき、毎年過去１年間、今回は平成２５年１月から１２月

の間に締結された農業経営基盤強化促進法に基づくもの、いわゆる利用権の設定による

賃貸借と農地法第３条の許可によって賃貸借の設定がされたものの賃借料を１０a  あたり

に換算して集計し、表示していきます。

　この賃借料情報は町のホームページ等で表示していきます。

※金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。

※これはあくまでもデータ件数を取りまとめたものです。

   地域の実状を踏まえ、賃借料は相互の協議により決めてください。

　平成30年１月から１２月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準（１０ａ当たり）は、

以下のとおりとなっております。

平成３1年４月２５日

締 結 （ 公 告 さ れ た 地 域 名 ）

中能登町

※データ数は、集計に用いた筆数である。

※賃借料を物納支給（水稲）としている場合は、60キロ当たり11,607円に換算している。


